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明
治
六
年
制
却
し
た
。

一
本
間
は
室
川
時
代
の
作
と
認
め
ら
れ
る
。

ジ
ヨ
ウ
シ
よ
士

l
y
〆

ク

士

践
。

一

ジ
ヨ
ウ
シ
ユ
ウ
ジ
浮
秀
寺

能
曲
目
制
一
同
居
に
在

ジ
ヨ
ウ
ジ
エ
ン
ギ
ン
上
字
悶
銀

J
ギ
Y
カ

一
っ
て
、
民
宗
応
援
に
印
刷
す
る
。
初
め
問
油
土
室
村
に

銀
貸
。

一
創
立
し
、
次
い
で
今
の
地
に
耐判じ
た
と
い
ふ
。

シ
ョ
ウ
シ
ケ
ン
ヤ
ワ
向
志
軒
夜
話
一
加
。
本

一

ジ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ウ
ジ
湾
住
寺

金
保
大
一
旦
間
町
に

草
川
北
村
松
税
左
術
門
の
訟
で
、
閉
山
品
川
口
体
の
知
町
民
で
あ

十
在
っ
て
、
間U
制
宗
に
臨
し
、
法
問
山

χ
は
法
苑
山
と

る
。

一
蹴
す
る
。
路
長
元
年
ハ
文
保
二
年
と
す
る
説
は
今
探

ジ
ヨ
ウ
ジ
コ
パ
ン
キ
ン
上
字
小
判
金

」

キ

Y

一
ら
ぬ
o
u
t
m
v
山
印
刷
時
之
を
石
川
市
岬
山
附
村

ハ
後
の
金
悌

カ

金
代
。

一
小
勝
町
地
以
栂
附
五
〉
に
開
制
し
、
総
惚
山
保
佐
舵

ジ
ヨ
ウ
ジ
サ
ヲ
ギ
ン
上
字
吋
霊

l
ギ
Y
カ

一
盟
糾
寺
と
僻
し
た
が
、
誌
に
時
代
に
入
。
年
不
詳
中

州先日。

一
興
同
地
主
の
附
大
誠
一
山
の
地
に
移
っ
た

o
m一聞
に
新
盟

シ
ョ
ウ
シ
ジ
正
寸
寺

珠

洲

法

山
に
在
っ
て
、

一
階
と
中
山
門
相
と
が
あ
っ
た
が
今
は
侃
い
。
前
者
は
二

回
目
宗
旋
振
に
邸
す
る

一
代
川
県
桜
怨
供
、
後
半
H

は
三
代
寂
室
f
光
の
建
て
た
腕

シ
ョ
ウ
ジ
ダ
一
一
庄
司
谷
江
前
山
間
“
一取
の
う
ち

て

い
ふ
o

の
小
字
。
郷
刑
唱
に
、
熊
坂
佐
熊
坂
村
は
総
点刊
で
、

一

ジ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ウ
ジ
マ
へ
湾
住
寺
前

金
制
叩
の
抽
出

そ
の
知
内
七
ゲ
村
あ
る
巾
に
庄
司
作
約
が
あ
る
。

n
E

剛
名
。
元
昨
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
mm
佐
寺

は
出
へ
庄
司
の
町
ん
だ
間
山
で
あ
ら
う
と
あ
る
。
附
と
い
ひ
、
凶
似
品
披
問
答
に
滞
住
寺
町
と
あ
る
。

ジ
ヨ
ウ
ジ
パ
ン
キ
ン
上
字
利
金

l
キ
j

カ

-
今
の
大
口立
川
町
探
住
寺
の
前
泌
で
あ
る
。

金
貨
。

一

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ジ
正
恵
寺

石
川
市
本
古
口
(
今
失

シ
ョ
ウ
ジ
ヤ
テ
ポ
ウ
性
糠
坊

l
ヒ

ミ
ヤ
ゼ

Y

川
)
に
在
っ
て
、
民
宗
京
一
献
に
凶
す
る
。

ト
ク
氷
見
低
温
徳

。

.

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ジ

昌
司
副
寺

臥小甲山中巾
山
田
川
川
宗
総
持

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
イ
ン
松
務
院
加
れ
岬
川
下
街
十
代
寺
山
内
に
在
っ
て
、H
K
尚
三
年
心
m
ゅ
の
述
京
に
係
り
、

前
川
京
政
の
釘
で
、
保
科
容
玲
夫
人
と
な
っ
た
新
剣
向
山
内
妙
-川
崎
に
訓
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
阪

の
法
披
。
訴
し
〈
は
松
務
院
内
'
傑
妙
斡
大
制
定
尼
。
に
師
悶
絶
し
た
。

ジ
ヨ
ウ
ジ
ュ
イ
ン
浮
珠
院
加
到
掃
引
第
六
代

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ジ

昌
樹寺一

味
洲
制
古
議
中
間

前
川
古田徳
の
側
室

k
仮
氏
の
法
悦
。
討
し
く
は
押
印
珠
入
品
目
地
に
在
っ
て
、
町
制
宗
に
凶
し
、
寺
起
に
-大
正

院
側
明
山
町
光
大
都
定
尼
o

一
二
年
常
階
松
慢
の
創
立
と
す
る
。

シ
ョ
ウ
シ
ユ
ウ

認
禿

J
セ
イ
ザ
Y

シ
ョ
ウ
Y

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
リ
ン
チ
ユ
ウ
コ
ウ
ヒ
キ
措
母
林
中

ユ

ウ

背
山
川川
究
。

一
興
関
記
一
加
。
石
川
川
等
地
山
大
来
泌
附
郎
等
の

ジ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ウ
イ
ン
常
住
院

も
と
剥
咋
部
徳

一
縁
起
で
、
経
来
に
清
一止
徳
苅
半
卯
蹴
祁
且
引
八
日
附

川
安
謎
寺
の
衆
化
で
、
国
叫
言
宗
に
凶
し
、
明
治

H
七

↑
山
朗
自
主
設
場
林
市
制
御
と
あ
る
。

年
同
川
瓜
大
念
守
に
砂
約
し
た
も
の
。
寺
泌
に
木
造
金

一

シ
ョ
ウ
シ
ュ
ン
認
容

l

ッ
l
ウ
シ
ョ
ウ
Y

剛
押
大
日
如
来
倣
体
一
前
六

O
糾
な
る
が
あ
り
、
そ
の

一
ユ
ソ
日
開
山
凶
器
。

シ
ヨ

成

舜

白

山
富
の
民
度
。
川
間
同

五
郎
光
成
の
三
男
で
、
前
名
を
弘
附
三
郎
利
成
と
い

う
た
。
謀
総
二
年
大
夫
法
僑
成
孫
、
自
山
本
宮
御
供

田
宮
丸
保
の
地
臨
時
叫
に
任
ぜ
ら
れ
、
お
に
制
刷
、
助
問
自

の

一
関
姐
を
お
起
し
た
。
同
年
十
二
且
二
日
成
舜
法

限
に
地
み
、
本
宮
の
長
定
般
に
納
し
、
三
年
十
月
十

六
日
七
祉
惣
設
定
般
に
任
じ
た
。
文
将
二
年
(
ぷ
蹴

元
)
二
且
二
J
l
九
日
逝
去
、
日
子
年
五
十
二
。

l
y
一フ

ヤ
マ
ノ
シ

Y
ヨ
ド
ウ
ザ
白
山
の
紳
輿
助
座
(
六
、

そ
の
後
の
制
削
(
動
座
U

。

ジ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ン

柔
純

l
ホ

Y

ド
ジ
本
土
寺
。

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
性
乗
河
北
細
木
越
探
宗
光
徳

寺
の
附
。
飽
徳
一
冗
年
入
且
十
六
日
本
版
寺
存
如
か
ら

敏
行
信
献
を
授
け
ら
れ
た
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
定
紹

J
キ
ヨ
ウ
シ
ツ
ジ
ヨ
ウ

Y

ヨ
ウ
腿
室
定
紹
。

ジ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
定
成
白
山
比
時
制
枇
所
厳
附

貸
出
山
妃
の
鍛
者
で
、
そ
の
拠
鎚
に

『
永
一
手
十
一
年

六
且
九
日
於
加
州
池
谷
間
四
法
寺
制
四
階
堂
上
側
室
此
本

側
如
凶
染
節
f
。
右
zm
定
成
。
』
と
あ
る
。

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ガ
イ
ケ

清
海
タ
池

白
山
の
市
，

叡
口
の
加
国
驚
絡
に
あ
る
。
越
前
名
阪
考
に
、『
函
佐
谷

を
泌
り
左
手
に
た
ま
り
水
ぁ
。
。
し
ゃ
う
ぜ
う
が
他

と
い
」
。
消
か
ら
ず
。
』
と
記
す
る
。
こ
れ
は
今
の
ふ

〈
べ
他
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ガ

ハ

清

海

川

昧

洲
制
大
展
開
剛

山
か
ら
抗
出
し
、
寺
家
簡
で
お
に
入
る
。
椛
根
回
粁

五
詐
。シ

ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ガ
ハ
ラ
清
湾
ヶ
原

白
山
路
源

口
岩
間
搬
出
用
の
駕
山
田
に
よ
っ
て
、
議
附
山
・
縦
e
附

・

見
返
」
叡
を
混
む
と
き
は
治
相
伊
γ
限
に
述
す
ろ
。
摂
一
一品

シ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ン

y

山
田
浜
正
惇
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ュ
ン

正
惇

J
コ
ケ
イ
シ
ヨ
ウ
ジ
ュ

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
湾
誼
寺

湖
咋
川
千
四
附
に
在

っ
て
、
侭
宗
割
振
に
M

叫す
る。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ

海
正
寺

味
洲
州
州
大
谷
に
在

っ
て
、
岨
叫
宗
策
振
に
随
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
常
松
寺

食
内
政
寺
町
に
在

っ
て
、
起
訴
山
と
蹴
し
、
町
制
宗
に
凶
す
る
。
院
長

十
六
年
山
尚
側
資
北
(
の
下
邸
内
に
創
建
し
、
寛
永
十

二
年
今
の
地
に
移
耐
押
し
た
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
常
照

寺

石

川

m松
任
に
在

っ
て
、
民
宗
一
以
一
献
に
関
す
る
。
も
と
治
則
婦
で
あ
っ
た

二
三

O
O米。

ジ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ギ
ヨ
ウ
ジ
ヤ
海
定
行
者

利
銅

拡
年
出
舗
の
官
給
剰
を
北
海
に
馳
せ
た
時
、
紅
附
品
川

部
海
定
は
滋
授
の
従
者
臥
行
者
の
鉢
を
飛
ば
し
て
米

を
求
め
た
御
輿
に
四
M
3
.
租
を
官
に
檎
し
た
径
百
什
び

本
凶
に
郎
ら
ず
‘
直
に
濃
澄
に
仕
へ
て
路
定
行
者
と

い
は
れ
た
O

準
澄
の
白
山
に
在
る
=
一
年
の
側
、
海
定

行
者
ま
た
臥
行
者
と
共
に
そ
の
仰
を
離
れ
な
か
っ

た
。
山
・は
m

冗
字
削
州
出
に
峨
せ
ら
れ
る
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
承
謹
寺

金
仰
蛤
坂
町
に
在

っ
て
‘
木
除
山
と
蹴
L
、
日
加
盟
宗
に
凶
ず
る
。
天
正

十
七
年
版
郎
佐
神
眠
、
前
川
利
家
に
抗
う
て
之
を
陪
桜

町
に
窓
J
M
L
、
俄
日
穏
を
以
て
守
主
と
し
た
。
後
命

に
よ
り
市
寺
町
に
w
v
h
リ
、
却
に
今
の
地
に
判
じ
た
。

寺
内
に
山
晶
子
品
川
耐
と
し
て
山
祭
聞
を
祭
っ
て
あ
る
。
能

決
郡
安
宅
の
海
中
か
ら
作
ん
だ
と
併
へ
る
も
の
で
、

磁
験
が
あ
る
と
い
は
れ
る
。

ジ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
湾
照
寺

金
抑
一
卜
川
m
M
湖
町
に

在
っ
て
、
園
出
来
東
振
に
印
刷
す
る
。
哲
犯
に
、
長
勝
二

年
山
田
正
と
い
」
省
、
之
を
能
尖
川
土
去
に
草
加
し
、

五
代
正
阿
国
の
時
金
制
仰
に
移
っ
た
が
、
今
に
土
安
倒
的

と
秘
す
る
と
あ
る
。
能
兵
問
徳
久
の
抑
照
寺
と
捌
係

の
あ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

四

O
O


